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身
に
つ
け
ま
し
ょ
う「
応
急
手
当
」

　

最
近
、公
共
施
設
や
大
き
な
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
な
ど
で「
Ａ
Ｅ
Ｄ
」と

い
う
文
字
を
見
か
け
ま
せ
ん
か
。

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
は
電
気
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
心

臓
の
機
能
を
回
復
さ
せ
る
も
の
で
、万

が
一
の
場
合
に
私
た
ち
の
命
を
救
っ
て

く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
な
た
も
こ
の
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
え
る

救
命
講
習
を
受
け
て
応
急
手
当
を
身

に
付
け
ま
せ
ん
か
。

　

消
防
署
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
に
応

急
手
当
を
身
に
付
け
て
い
た
だ
く
た

め
、次
の
と
お
り
救
命
講
習
を
開
催
し

て
い
ま
す
。

要
請
を
受
け
る
と
、
管
轄
す
る
最
寄

り
の
救
急
隊
が
出
動
し
ま
す
。
一
つ

の
管
轄
で
要
請
が
重
な
っ
た
場
合
に

は
、
遠
方
に
あ
る
別
の
救
急
隊
が
出

動
す
る
こ
と
に
な
り
、
生
命
に
危
険

が
あ
る
重
症
患
者
な
ど
へ
の
対
応
が

遅
れ
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

　

体
調
が
悪
い
と
き
な
ど
は
、
無
理

や
我
慢
を
せ
ず
、
早
め
に
通
院
し
健

康
に
十
分
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

救
急
車
の
適
正
利
用
で 

救
え
る
命
を
守
ろ
う
！

　

最
近
、
軽
い
ケ
ガ
や
緊
急
性
の
な

い
１
１
９
番
通
報
が
増
え
て
き
て
い

ま
す
。

　

救
急
車
は
、
急
病
や
交
通
事
故
な

ど
で
医
師
の
治
療
を
受
け
な
け
れ
ば

生
命
に
危
険
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
り
、

迅
速
に
搬
送
す
る
手
段
が
な
い
傷
病

者
を
医
療
機
関
へ
搬
送
す
る
も
の
で

す
。

　

し
か
し
、
緊
急
事
態
に
利
用
で
き

る
救
急
車
の
台
数
に
は
、
限
り
が
あ

り
ま
す
。
通
常
、
１
１
９
番
の
出
動

が
高
く
な
り
ま
す
。

　

「
酔
い
」
の
程
度
が
軽
く
て
も
、
体

内
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
く
ら
い
な
ら
大
丈
夫
と
い
う
こ

と
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。

　

「
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
乗
ら
な
い
」、

「
乗
る
な
ら
飲
ま
な
い
」と
い
う
強
い

意
志
を
持
ち
、
地
域
か
ら
飲
酒
運
転

を
追
放
し
ま
し
ょ
う
。

問　

防
災
対
策
課
（
内
線　

）・
各
総

521

合
支
所
総
務
企
画
課

　

石
巻
警
察
署
交
通
課

　

�　

－

4
1
4
1

95

　

河
北
警
察
署
交
通
課

　

�　

－

3
4
1
1

62

運
動
の
重
点

１　

夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

２　

全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底

３　

飲
酒
運
転
の
根
絶

４　

道
路
の
正
し
い
横
断
の
励
行

飲
酒
運
転
の
危
険
性

　

「
酔
い
」
と
は
、
脳
の
麻
痺
（
ま

ひ
）の
こ
と
で
す
。体
内
の
ア
ル
コ
ー

ル
血
中
濃
度
が
高
く
な
る
と
、
動
体

視
力
の
低
下
や
認
知
・
判
断
能
力
が

甘
く
な
り
、
安
全
な
運
転
に
必
要
な

情
報
処
理
能
力
が
欠
け
て
し
ま
う
た

め
、
重
大
事
故
に
結
び
つ
く
可
能
性

　

９
月　

日　

か
ら　

日　

ま
で
の　

日
間
、
秋
の
交
通
安
全
運
動

21

（月）

30

（水）

10

が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
の
力
で
、
交
通
事
故
の
な
い
安
全
・
安
心
な
交
通
社
会
を

つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

秋
の
交
通
安
全
市
民
総
ぐ
る
み
運
動

秋
の
交
通
安
全
市
民
総
ぐ
る
み
運
動

防災行政無線戸別受信機の
乾電池を確認しましょう
　防災行政無線の戸別受信機は、停電

時には、乾電池で作動します。長期間

交換しないと、液漏れなどが発生し、

故障の原因になります。

　年に一回は乾電池の交換（自己負担）

をお願いします。

問　防災対策課（内線 397）・各総合支

所総務企画課

秋季消防演習のため

サイレンを鳴らします
　消防団による秋季消防演習を次のとおり実施します。

　サイレンを鳴らしますので、火災や津波などの災害と

間違えないようにご注意ください。

問　防災対策課（内線 521）・各総合支所総務企画課

開始時間サイレンときと　こ　ろ地区

午前９時

午前７時

６日
（日）

木村木材雲雀野ヤード石巻

桃生総合支所桃生

北上地区は
鳴らしません

にっこりサンパーク北上

午前
６時３０分

鮎川浜山鳥駐車場牡鹿

午前
８時３０分

午前６時
１３日
（日）

追波川河川運動公園河北

午前９時
午前
６時３０分

雄勝小学校雄勝

申
・
問　

石
巻
消
防
署　

�　

－

7
1
1
2

95

河
北
消
防
署　

�　

－

3
1
1
9

62

消
防
本
部
警
防
課　

�　

－

7
4
3
3

95

受付期間と こ ろと　　き

９月７日�
　～２０日�

石巻地区消防本部
２階大会議室
（大橋一丁目）

９月２７日�
午前９時～正午

９月２９日�
～１０月１３日�

河北消防署会議棟
（成田）

１０月１８日�
午前９時～正午

■普通救命講習会日程

※平成22年2月と3月にも開催予定です。詳しくは
お問い合わせください。
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高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額額介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介介護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護護合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度ががががががががががががががががががががが始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始まままままままままままままままままままままりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす高額医療・高額介護合算制度が始まります
　介護保険では「高額介護サービス費」、医療保険では「高額療養費」として、それぞれ月ごとに自己負担上限額を超えて支払っ

た金額が、申請によって後から支給される制度が運用されています。

　「高額医療・高額介護合算制度」は、上記の制度に加え、医療保険世帯内において、介護と医療の自己負担分を年額で合算し、合

計額が下表の自己負担限度額（算定基準額）を超えた場合、その超えた金額が支給される制度です。

※（　）内の数字は、初年度（Ｈ２０年４月１日～Ｈ２１年７月３１日の１６ヵ月分）の算定基準額です。以後、８月１日～翌年７月３１日までの１年

間に、自己負担額の合算額が高額になった場合に支給されます。

例）夫（８０歳）：後期高齢者医療保険加入・介護保険での所得段階は第２段階
　　妻（７７歳）：後期高齢者医療保険加入・医療保険での所得区分は低所得者Ⅱ
　　合算期間：８月１日～翌年７月３１日までの１年間

【介　護　保　険】

　夫（８０歳）は介護施設に入所し、毎月介護サービス費
を２５，０００円支払った場合（※毎月１５，０００円を超えた分
は高額介護サービス費として支給済）

支払額２５，０００円の内訳
利用月

高額介護サービス費自己負担上限額

１０，０００円１５，０００円８月

１０，０００円１５，０００円９月

１０，０００円１５，０００円１０月 ………

１０，０００円１５，０００円６月

１０，０００円１５，０００円７月

１２０，０００円①１８０，０００円合計

①が実際に負担した介護保険の自己負担額（年額）にな
ります。

【医　療　保　険】

　妻（７７歳）が入院し、医療費を６ヶ月間４４，４００円ずつ
支払った場合（※毎月２４，６００円を超えた分は高額療養
費として支給済）

支払額４４，４００円の内訳
利用月

高額療養費自己負担上限額

１９，８００円２４，６００円９月

１９，８００円２４，６００円１０月

１９，８００円２４，６００円１１月

１９，８００円２４，６００円１２月

１９，８００円２４，６００円１月

１９，８００円２４，６００円２月

１１８，８００円②１４７，６００円合計

②が実際に負担した医療保険の自己負担額（年額）にな
ります。

高額医療・高額介護合算制度の算定基準額（基準日：７月３１日）

国民健康保険又は被用者保険＋介
護保険（７０歳未満の方がいる世帯）

国民健康保険又は被用者保険＋介
護保険（７０～７４歳の方がいる世帯）

後期高齢者医療制度＋介護保険所得区分

１２６万円（１６８万円）６７万円（８９万円）６７万円（８９万円）現役並所得者（上位所得者）

６７万円 （８９万円）５６万円（７５万円）５６万円（７５万円）一　　　般

３４万円 （４５万円）３１万円（４１万円）３１万円（４１万円）低所得者Ⅱ

３４万円 （４５万円）１９万円（２５万円）１９万円（２５万円）低所得者Ⅰ

■注意事項
１．当制度は「医療保険世帯内」での合算となります。世帯は一緒でも加入している医療保険が異なる場合は合算の対象となりません。
（例）国民健康保険と社会保険との合算は対象となりません。
２．介護保険と医療保険の自己負担額において、どちらかが０円の場合は支給対象となりません。また、当サービス費の支給額が５００円に満たない
場合も支給の対象となりません。
３．当サービス費の支給対象となる方には、平成２１年１２月ごろにお知らせ（勧奨通知）する予定です。（基準日（７月３１日）において、「国民健康保険」
または「後期高齢者医療保険」の加入者に限ります。）
４．転出や転入などにより、年度の途中で医療や介護の保険者が変わった方には勧奨通知が届かない場合があります。具体的な手続きや不明な点に
ついてはお問い合わせください。
５．社会保険などに加入している方（世帯）の受け付けは１０月１日から行う予定です。
問　介護保険課（内線３０１・３００）・保険年金課（内線４７４・４７１）

計算式
支給される額

＝
所得区分は低所得者Ⅱ

－
①介護保険と②医療保険の自己負担合計額

17,600 円310,000 円（算定基準額）327,600 円

�国民健康保険税の減免
　事業の倒産または世帯主の疾病・解雇などで、今年の収入
が前年より急激に減少した場合、国民健康保険税の減免を
申請することができます。
　申請には、世帯全員の平成 21年１月から 12月までの見
積収入金額を確認する必要があります。申請時までに得た
収入金額と申請後の見積収入金額がわかる資料および印か
んを持参して保険年金課保険税窓口、または各総合支所市
民生活課保険税担当窓口で申請してください。なお、申請期
限は、納期限の 10日前までです。
問　保険年金課（内線 249・275・649）

�乳幼児医療費助成受給資格の更新手続き
　現在使用されている乳幼児医療費助成受給者証の有効期限は、
平成 21年９月末日です。
　10月１日以降、引き続き助成を受けるためには、登録更新手続
きが必要となりますので、「乳幼児医療費助成受給資格登録（更
新）申請書」をまだ提出されていない方は、必ず提出してください。
　なお、前回申請時に市が保有する公簿などにより、所得状況を
確認することに同意した方は、手続きの必要はありません。９月
下旬に受給者証（所得制限額を超過した方には、非該当通知書）を
送付します。
問　保険年金課（内線 648）


